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議 長   本日の出席につきましては、農業委員の出席数は１２人、推進委員の出席数

は９人です。 

      定足数に達していますので、令和４年度３月あま市農業委員会総会を開会し

ます。 

      本日の議案日程はお手元に配布のとおりです。 

      

議 長   日程第１「議事録署名委員の指名」を行います。 

      １３番近藤𠮷美委員及び１４番石原勇委員を指名します。 

 

議 長   日程第２「会期の決定」を議題とします。 
      本総会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。 

      これにご異議ございませんか。 

 

      （異議なしの声あり） 

 

議 長   異議なしと認めます。よって本総会の会期は、本日１日限りと決定しました。 

 

議 長   日程第３ 議案第３６号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

議題とします。 

      それでは、事務局の説明をお願いします。 

 
事務局   （説 明） 
      議案第３６号について説明いたします。 

      １番につきまして説明いたします。 

      参考資料は１～３ページです。 

      譲受人・譲渡人は、議案のとおりとなっており、申請地は丹波中屋敷、前並

地内の田の所有権移転による経営拡大となっております。 

      以上、譲受人等の経営農地に不法転用は無く、営農計画等も特に問題等はあ

りませんでした。 

      また、下限面積等の要件も満たしております。 

      こちらにつきましては、３月１６日に近藤善成委員と三輪会長と事務局にて

現地確認をさせていただいております。 

      どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 長   議案第３６号につきましては、近藤善成委員と私で現地確認を行って頂きま

したが、代表して近藤善成委員から現地の状況について報告願います。 

 

近藤委員  議案第３６号につきましては、現地を確認しましたが、農地の耕作について



問題はありませんでした。 

 

議 長   ただ今、事務局及び近藤善成委員から説明・報告がありました、議案第３６

号について、何かご質問等はございますか。 

 

議 長   ご質問もないようですので採決に移ります。 

      議案第３６号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。 

 

   （全員挙手） 

 

議 長   全員挙手です。よって、議案第３６号は承認されました。 

 

議 長   日程第４ 議案第３７号「農用地地洋計画変更申出について」を議題としま

す。 

      この議案には、私に関係する事項があります。 

      あま市農業委員会規則第１７条の規定により、私は一時退席し、玉谷職務代

理に議事進行をお願いします。 

     （三輪会長退席） 

玉谷 

職務代理  それでは、事務局の説明をお願いします。 

 
事務局   （説 明） 
      議案第３７号について説明いたします。 

      １番につきまして説明いたします。 

      参考資料は４～６ページです。 

      申出者は議案のとおり、申請地は、七宝町沖之島十坪地内の田です。 

      申出者は名古屋市中村区に本店を置き、申請地の北側隣地で製造業を営んで

おります。原材料搬入のピットがトラック 1台分しか無く、混雑時には、工場

敷地内や敷地外で待機している状況であるため、工場敷地近隣の搬入経路上で

待機所を確保しようと考えていたところ、当該土地の譲受の内諾をいただけた

ため、今回の申出となっております。 

      なお、申出地は農用地区域内ですが、周辺部に位置し、工場敷地との一体利

用であるため、周辺の土地利用にも混在を生じないと考えております。 

      つづきまして、２番につきまして説明いたします。 

      参考資料は７～９ページです。 

      申出者は議案のとおり、申請地は、七宝町沖之島五反田地内の田、畑です。 

      申出者は現在、春日井市内の賃貸住宅に居住しております。生活環境の変化

に伴い今の居住空間では手狭となり、一戸建て住宅の建設を計画しております。 

      市街化区域の住宅等を検討しましたが条件に合わず、両親に相談したところ、



父の所有する今回の申請地において話しがまとまり、今回の申請となっており

ます。 

      なお、申出地は農用地区域内ですが外周部に位置し、周辺の土地利用にも混

在を生じないと考えております。 

      つづきまして、３番につきまして説明いたします。 

      参考資料は１０～１２ページです。 

      申出者は議案のとおり、申請地は、篠田江下島地内の田です。 

      申出者は名古屋市中区に本店を置き、あま市篠田地内の生コン工場にて生コ

ンクリート製造業を営んでおります。駐車場スペースが愛知県の行う蟹江川改

修事業の事業用地として収用にかかり、代替地を探していたところ、本件の地

権者と合意が得られたため、本申請地となりました。 

      なお、申出地は農用地区域内ですが周辺部に位置し、周辺の土地利用にも混

在を生じないと考えております。 

これらにつきましては、３月１４日に海部農林水産事務所と現地調査をさせ

ていただいております。また、３月１６日には近藤善成委員と三輪会長とで現

地調査をさせていただいております。 

      どうぞよろしくお願いいたします。 

玉谷 

職務代理  議案第３７号につきましては、近藤善成委員と三輪委員で現地確認を行って

頂きましたが、代表して近藤善成委員から現地の状況について報告願います。 

 

近藤委員  議案第３７号につきましては、現地を確認しましたが、農地の耕作について

問題はありませんでした。 

玉谷 

職務代理  ただ今、事務局及び近藤善成委員から説明・報告がありました、議案第３７

号について、何かご質問等はございますか。 

玉谷 

職務代理  ご質問もないようですので採決に移ります。 

      議案第３７号を承認することに賛成する農業委員の挙手を求めます。 

 

   （全員挙手） 

玉谷 

職務代理  全員挙手です。よって、議案第３７号は承認されました。 

      それでは、三輪委員に戻っていただきます。 

 

議 長   日程第５ 報告第４０号「農地法第４条第１項第８号の規定による届出につ

いて」、報告第４１号「農地法第５条第１項第７号の規定による届出について」、

報告第４２号「農地法第１８条第６項の規定による届出について」を事務局か

ら一括報告願いします。 



 

事務局   （報 告） 
 

議 長   以上で本会の会議に付議された事案は、すべて議了しました。 

      よって閉会したいと思います。これにご異議ございませんか。 

 
      （異議なしの声あり） 

 
議 長   異議なしと認めます。 

      以上で本日の議事は、すべて終了いたしました。３年間にわたり御協力いた

だき、ありがとうございました。 
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三輪　光雄

近藤　𠮷美

石原　勇

議 長

署 名 委 員

署 名 委 員

令和5年3月20日


	令和４年度　第１２回総会議事録１.pdf
	令和４年度　第１２回総会議事録２.pdf
	令和４年度　第１２回総会議事録３.pdf

